
富山県民の消費生活の安定及び向上に関する条例が禁止する

不当不当な取引行取引行為



富山県民の消費生活の安定
及び向上に関する条例
（不当な取引行為の禁止）

施行規則
（不当な取引行為）

不当な取引行為の禁止（制度体系）不当な取引行為の禁止（制度体系）



契約の勧誘及び
締結に関する不当な行為
施行規則　別表区分１

11

22

33

44



55

66

77

88

99



1010

1212

1111

1313

1414



1515

1616

1717

1818

1919



2020

2121

2222

2323

2424



契約の内容に関する
不当な行為
施行規則　別表区分２

11

22

33

44



88

55

99

66

77



債務の履行に関する
不当な行為
施行規則　別表区分３

1010

22

11

33



88

44

55

66

77



99

11

契約の解除等に関する
不当な行為
施行規則　別表区分４

22



33

44

55

66



11

与信契約に関する
不当な行為
施行規則　別表区分５

77

88



22

33

44



不当な取引行為に対する措置




